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佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

第２回 会 議 次 第 
 

日 時：平成２０年８月２６日（火）９：３０～ 

場 所：江迎町役場 ３階会議室 

□ 開 会 

□ 会長挨拶 

 

□ 議事 

 【説明事項】 

前回承認を受けた「協議第４号 合併に関する協議の進め方」に関する協議項目

及び協議予定時期について 

 

【協議事項】（前回提案分 → 今回協議） 

   協議第 ６号 「合併の方式」について  

   協議第 ７号 「合併の期日」について  

   協議第 ８号 「新市の名称」について 

   協議第 ９号 「新市の事務所の位置」について 

協議第１０号 「一般職の身分の取扱い」について 

協議第１１号 「町名、字名の取扱い」について 

 

【提案事項】（今回提案分 → 今回協議） 

   協議第１２号 「議会の議員の定数及び任期の取扱い」について 

   協議第１３号 「地域審議会・地区協議会の取扱い」について  

 

       （今回提案分 → 次回協議） 

   協議第１４号 「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」について 

   協議第１５号 「地方税の取扱い」について 

協議第１６号 「慣行の取扱い」について 

協議第１７号 「国民健康保険事業の取扱い」について 

協議第１８号 「高齢者福祉制度の取扱い」について 

協議第１９号 「障がい福祉制度の取扱い」について 

協議第２０号 「入札・契約に関する事務事業の取扱い」について 

協議第２１号 「環境部会事業の取扱い」について 

 

 【報告事項】 

   報告第 ２号 まちづくり計画（新市基本計画）の策定について 

 

□ その他 

・次回日程について 

□ 閉 会 



 -1-

１.開会 

【事務局】  皆様、おはようございます。会議に先立ちまして、事務局よりお願いと当

会場に関する説明を申し上げます。携帯電話は電源をお切りになるかマナーモードにして

いただきますようお願いします。また、お手洗いは２階と１階にございます。会議室後方

の出入り口から出られてお進みくださいますようお願いします。休憩時の喫煙につきまし

ても後方の喫煙場所にてお願いいたします。 

 さて、定刻となりましたので、ただいまより第２回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議

会を開会いたします。 

 本日の会議におきましては、佐世保市地域委員の馬郡委員と井村委員が欠席されており

ます。したがいまして、３０人の委員中２８名の出席をいただいております。 

 会議の開催に当たりましては、協議会規約第１０条第１項の規定により、委員の過半数

の出席が必要となっておりますが、定足数を超えており、会議が成立しておりますことを

ご報告いたします。 

 まず初めに、資料の確認をいたします。事前に委員の皆様へ送付しております資料とし

まして、「佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会第２回会議次第」及びＡ３判の「行財政調

書」、また、前回第１回協議会の会議次第資料。さらに、本日お配りしております「差替」

と記載されているＡ４判３枚ものと、Ａ３判の行財政調書。以上５点、ございますでしょ

うか、ご確認をお願いします。お持ちでない方は事務局で準備しておりますので挙手をお

願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、会長であります朝長佐世保市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

２.会長あいさつ 

【朝長会長】  皆様、おはようございます。ただいまご紹介にあずかりました佐世保市

長の朝長でございます。佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の会長といたしまして、一

言ごあいさつを申し上げます。 

 まずもって、本日は第２回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の開催をさせていただ

きましたところ、皆様方には、大変お忙しい中、江迎町にご参集をいただきまして、まこ

とにありがとうございました。また、江迎町の皆様方には、亀山町長さんをはじめといた

しまして、協議会の準備や会場設営等にご配慮賜り、まことにありがとうございます。御

礼を申し上げる次第でございます。 

 また、本日は傍聴席にも江迎町、また鹿町町の皆様方、多数おいでをいただいておりま

して、本日の協議会のことにつきましてお話を聞いていただくことになっております。ど

うぞよろしくお願い申し上げる次第でございます。 

 さて、先般の第１回協議会におきましては、初顔合わせということもございまして、協

議の進め方や６項目の説明、提案などが主なものでございました。本日は、その６項目の

協議と、今回提案し、協議をしていただくものが２項目。そして、今回提案、次回の協議

会で協議していただくものが８項目ございます。また、最後に報告事項といたしまして、

新市の基本計画となりますまちづくり計画の策定についてもご報告をさせていただきたい

と思っております。 

 今後、協議項目も次第にボリューム、内容とも多岐にわたり、委員の皆様には大変ご苦
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労をおかけいたしますが、どうか最後まで活発なご議論を賜りますようよろしくお願いを

申し上げる次第でございます。 

 以上をもちまして、会長としてのごあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお

願いをいたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

【事務局】  ありがとうございました。これから先の議事につきましては、会長に議長

としての進行をよろしくお願いいたします。 

 

３.議事 

【朝長会長】  それでは、規約に基づきまして、議長を務めさせていただきます。時間

の関係もございますので、早速議事に入りたいと思いますが、協議会の議論を実りあるも

のとするため、皆さんの積極的なご意見をお願いしたいと存じます。 

 まず、説明事項を議題といたします。前回７月１７日に開催の第１回協議会で提案し承

認を受けました協議第４号、合併に関する協議の進め方の中の合併協定項目につきまして

は、次回の協議会でお示しすることにしておりましたので、その協議項目及び協議予定時

期について、事務局の説明を求めます。 

 事務局、お願いいたします。 

 

（１）説明事項 

【事務局】  それでは、第２回会議次第、資料の１ページをお開きください。よろしゅ

うございましょうか。 

 佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の協定項目及び協議予定ということで、お示しを

しております。 

 Ⅰの基本的な協定項目といたしまして、１番の合併の方式から５番目の財産・負債の取

り扱いまで５項目。Ⅱといたしまして、市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）

にかかわる協定項目といたしまして、６番目のまちづくり計画（新市基本計画）から、１

１番の一般職の身分の取り扱いまで。Ⅲのその他の協定項目といたしまして、１２番の特

別職の身分の取り扱いから、３４番の施設の取り扱いまで。 

 この３４件を佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の重要協議事項として、協議会でご

協議いただくものということで項目を出させていただきました。 

 そして、協議時期でございます。まず、提案としてはそこに掲げておりますけれども、

第１回協議会が７月１７日に行われまして、そのときに黒丸の部分のご提案をしておりま

す。これが６件ございます。今日８月２６日、第２回目の協議会ということで、白丸をつ

けている部分、１０項目ございますけれども、この分を今日ご提案をさせていただきます。

それから、３回目以降につきましては、残りの白丸でお示ししているもので、これが足し

ますと１８項目、合わせて３４項目をこの協議会の中で協議事項としてご議論を賜りたい

と考えております。 

 １番から３４番まで、これ以外の事務事業の件につきましても、例えば事務レベルでの

幹事会、あるいは専門部会等の中で、これは大変重要な問題だから、Ａランクとして協議

会の中で議論してもらったほうがいいんではないかということがありましたり、それぞれ

の委員の皆様から、これは大事な問題だから協議会の中で協議をしていただきたいという
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ようなものが出て、協議会が必要と判断をされれば、協議事項として加わることも今後あ

り得ますということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、補足をさせていただきますが、旧４町吉井町、世知原町、宇久町、小佐々町との

合併の際に、協議項目として挙がっていたものと今回違う部分だけをご説明したいと思い

ます。 

 まず、新たに加えたものでございますが、２７番の地域医療制度の取り扱い。これは４

町のときは協議事項となっておりませんでしたけれども、大事な問題ということで挙げさ

せてもらっております。それから、２８番の地方独立行政法人北松中央病院の取り扱いに

ついても新たな協議項目でございます。それから３４番、施設の取り扱いにつきましても

新たな項目でございます。 

 一方、今まで４町の際には協議会で協議していく項目としたものが、今回挙がっていな

いものが２つございまして、１つが「学校給食の取り扱い」で、中学校給食をどうするの

かという取り扱いにつきましては、４町の場合、佐世保市がもともと実施していないとい

うのがございまして、大事な協議項目だったんですが、佐世保市は中学校給食の実施に向

けて取り組んでおりますので、これはＡランクの協議会に出すまでの協議項目じゃなくて

もいいんじゃないかということで挙げておりません。 

 それからもう１つ、都市計画の区域区分の取り扱いというのが４町の場合はございまし

た。特に、吉井、世知原、小佐々では、都市計画区域指定がございません。一方、この江

迎町、鹿町町におきましては、両町とも都市計画区域（もちろん非線引きでございますけ

れども）指定がなされまして、都市計画審議会も設置されているなど、制度の違いが少の

うございます。したがいまして、協議項目を「都市計画の区域区分の取り扱い」から「都

市計画制度の取り扱い」ということに変更いたしまして、協議区分をＢランクということ

でさせていただきます。後日、この協議会の中で報告事項として取り扱いをさせていただ

きたいと思っております。 

 以上のようなことで、協議項目及び協議予定を整理しておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいま事務局の説明がございましたが、ご意見、ご質疑をお受けした

いと思います。どなたかございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第４号、合併に関する協議の進め方についてに関する協

議項目及び協議予定時期については、事務局の説明のとおり進めることとしてよろしゅう

ございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、そのように取り計らいます。 

 

（２）協議事項 

①協議第６号～９号 

【朝長会長】  次に、協議事項を議題といたします。 

 この協議事項については６件ございます。順次協議していただきお諮りするべきところ
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でございますが、基本的な合併協定項目になるもので関連する部分もありますので、まず、

協議第６号、「合併の方式」について、協議第７号、「合併の期日」について、協議第８号、

「新市の名称」について、協議第９号、「新市の事務所の位置」についての４件は、一括し

て議題とさせていただきます。 

 第１回協議会での提案時に説明が出ておりますが、事務局より改めて説明を求めます。

簡潔にポイントのみで結構でございます。 

【事務局】  それでは、資料といたしまして、前回第１回目の会議次第をお手元にお願

いしたいと思います。 

 ３７ページでございます。 

 協議第６号「合併の方式」についてでございます。北松浦郡江迎町及び北松浦郡鹿町町

を廃し、その区域を佐世保市に編入する編入合併とします。なお、江迎町、鹿町町のこれ

までのまちづくりの歩みや、伝統、文化を尊重し、合併協議に当たりましては、対等な立

場で協議を行うものとするという内容でございます。 

 これは、合併に伴う事務作業の影響、財政的な負担、また、佐世保市の長崎県北地域の

中心都市としての位置づけ等々を考慮いたしまして、編入合併とするという提案をしてい

るものでございます。 

 次に、３８ページでございます。協議第７号「合併の期日」についてでございます。 

 この合併の期日の提案は、合併の期日そのものを示してお決めいただく提案ではござい

ません。あくまでも合併の期日の設定の考え方について提案をし、共通認識を持っていた

だく趣旨で提案しております。 

 この合併の期日につきましては、市町村の合併の特例等に関する法律、今後この市町村

の合併の特例等に関する法律を略して「合併新法」ということで説明させていただきます

のでご了承いただきたいと思います。合併新法の期限内の合併を目標とし、合併協議の状

況、あるいは合併に向けた態勢の状況などを踏まえながら、別途協議をして期日を考えま

す。 

 具体的に申し上げますと、この合併協議を進めていきまして一定の時期に決めていく。

ただ、今のところの考え方としては、合併新法の期限が平成２２年３月３１日でございま

すので、それまでの合併を目標とするということで別途協議をして期日を定めるというこ

とにいたしているものでございます。 

 ３９ページに行財政調書をつけております。行財政調書はもう一つＡ３判で大きく拡大

をして資料をつけておりますので、それもご参考にしていただきたいと思います。 

この中で、合併の期日に当たっては、どういったことを考慮していくことなのか、例え

ば合併新法の期限内に合併協議はどのように進むのか、その合併期日が住民生活にどのよ

うな影響を及ぼすのか、あるいは公的行事、出納業務等がスムーズにいくのかどうか、あ

るいは合併準備等々でどれくらいかかるのかなども十分考慮していきながら期日を定めて

いくことになるわけでございます。 

 なお、吉井と世知原の場合は、平成１７年４月１日の合併でございました。宇久と小佐々

の合併は平成１８年３月３１日でございました。期限は１年近く離れておりますけれども、

同じ平成１７年度で合併をいたしております。 

 次に、４０ページ、「新市の名称」についてでございます。新市の名称につきましては「佐
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世保市」とする。 

 理由でございます。佐世保市は長崎県下第２の都市でございまして、ハウステンボス、

あるいは九十九島を有する観光都市として全国的に知名度もあるのではないかということ。

それから、県北地域の中心都市として知名度もあるということから、新たな名称を全国的

に普及させていく経費を考慮すると、佐世保市の名称を継続させることが妥当であるとい

うことで、「佐世保市」とするという提案をさせていただいております。 

 ４１ページの行財政調書では、それぞれ佐世保市、江迎町、４２ページに鹿町町の経緯

等を掲げておりますので参考にしていただきたいと思います。 

 次に、４３ページでございます。協議第９号「新市の事務所の位置」についてでござい

ます。 

 新市の事務所の位置は、「佐世保市八幡町１番１０号」とする。佐世保市役所の本庁舎の

位置でございます。 

 理由でございますが、現在の佐世保市役所は市のほぼ中心部に位置しておりまして、市

役所周辺には国の合同庁舎、あるいは県北振興局等、広域的行政機能が集中いたしており

ます。このようなことから、現在の事務所の位置で住民の利便性や行政の効率的な運営が

支障なく機能できると考えられることから、このように提案するものでございます。 

 ４４、４５ページ、行財政調書といたしまして、今私が説明申し上げました佐世保市の

本庁舎の状況、どれくらいの規模で敷地がどれくらいあり、駐車場がどれくらいであると

いうような説明をそこに掲げております。また、江迎町の庁舎がどのような状況であるの

か、４５ページでは鹿町町の庁舎の状況などもここでお示しをしておりますので、ご参考

にしていただけたらと思います。 

 以上、４件についてご提案をするものでございます。よろしくご審議のほどをお願いい

たします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、ご質疑、ご意見をお受けしたいと思います。どなた

かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。林委員。 

【江迎町林委員】  協議第７号ですけれども、別途協議して期日を定めるとなっており

ますけれども、例えば小委員会、あるいは特別委員会等をつくられてやられるのか、それ

ともこの協議会の場で期日を決められるのか。 

【朝長会長】  はい、事務局。 

【事務局】  この協議会の場で別途提案をいたしまして決めていただこうと思っており

ます。従来、４町の場合もそのようにさせていただきました。協議会の中で何日というこ

とをご提案申し上げまして、この場で協議をして決めていただくということで考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  時期的には、この審議の進み方を見ながら、ある時期に決めるというこ

とになってくると思います。まだ、ちょっと今確定するのは難しいと思いますので、もう

しばらくこの会議を進めながら、その段階で決めさせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
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 ほか、ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第６号「合併の方式」について、協議第７号「合併の期

日」について、協議第８号「新市の名称」について、協議第９号「新市の事務所の位置」

についての４件は、原案のとおり決定してもよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

②協議第１０号～１１号 

【朝長会長】  次に、協議第１０号「一般職の身分の取扱い」について、協議第１１号

「町名・字名の取扱い」についての２件を一括して議題といたします。事務局の説明を求

めます。 

【事務局】  ４６ページでございます。協議第１０号「一般職の身分の取扱い」につい

てでございます。 

 一般職の身分の取扱いについては、１つ目として、江迎町、鹿町町の職員は、佐世保市

の職員として引き継ぐものとします。２つ目として、職員の任免、給与その他身分の取扱

いについては、佐世保市の職員と均衡を失しないよう公正に取り扱うものとして、その詳

細については１市２町の長（首長）が別に協議をして定めますということにしております。 

 考え方として、江迎町、鹿町町の職員は、当然のことながら佐世保市の職員として引き

継ぎます。ただ、詳細の部分につきましては、１市２町の首長で別に協議をして定めてい

くというような提案でございます。これは、合併特例法第１２条に基づきまして、合併関

係市町村の一般職の身分につきましては、引き続き合併市町村（佐世保市）の職員として

身分を保有するよう措置することが義務づけられているからでございます。 

 これにつきまして、４７ページに行財政調書をつけておりますので簡単にご説明申し上

げたいと思います。 

 ２０年４月１日現在、佐世保市が３,１１１人、江迎町が７１人の職員数でございます。

平均年齢でいきますと、佐世保市が４１歳２カ月、一方、江迎町は４３歳３カ月でござい

ます。平均経験年数でいきまして、佐世保が１９年５カ月、一方、江迎町の職員は２２年

１０カ月。平均給与月額でいきますと、佐世保市が３３万３００円、江迎町が３２万７,

５００円ということで、これだけではそう大きな差がないようでございますけれども、１

０年比較をしてみました。事務職高卒で１０年後の比較をしてみますと、佐世保市の職員

が２３万９,５００円、一方、江迎町の職員は２０万５,４００円。ここで３万４,１００円

の差がございます。一方、事務職大卒で経験年数１０年で比較をいたしますと、佐世保市

が２８万１,５７５円、江迎町が２５万８００円ということで、ここでも約３万７７５円の

差がございます。 

 ４８ページ、鹿町町の状況でございます。職員数が７４名、主な内訳に書いております

とおりで一般行政職が中心です。平均年齢は４３歳５カ月ということで、平均経験年数も

２３年２カ月ということで４、５年の差となっています。平均給与月額で、鹿町町の職員

の場合は３３万４,７００円ということでございますが、先ほど申し上げましたように１０

年比較でいきますと、佐世保市が２３万９,５００円、一方、鹿町町の職員が２０万７,０
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００円で３万２,５００円の差がある。大卒でいきますと、２８万１,５７５円が佐世保市

の職員で、鹿町町の職員は２６万５００円ということで、２万１,０００円程度の差がある

というような状況でございます。 

 このようなことで、方針といたしましては、佐世保市の職員として引き継ぐ、詳細は１

市２町の長が別に協議するということで提案するものでございます。 

 次に、協議第１１号でございます。４９ページをお開きください。「町名・字名の取扱い」

についてでございます。 

 町名・字名の取り扱いにつきましては、江迎町及び鹿町町の字（免、小字）でございま

すけれども、この字を廃止し、町の名称として、現在の町名に免の呼称のみを残して町名

とする。 

 わかりにくい提案で申しわけございませんが、例を見たらわかるということでございま

して、今協議を行っております町役場の住所を例に掲げておりますが、「北松浦郡江迎町長

坂免２６３番地」でございます。これが、「佐世保市江迎町長坂２６３番地」となるわけで

ございます。下の例は鹿町町の町役場の住所を掲げておりますが、これも同じように、「佐

世保市鹿町町下歌ケ浦２９０番地２」ということになるわけでございます。 

 この町名・字名の取扱いは、実は旧４町との合併のときの協議経過の中でも、ぜひ、自

分たちの町名も何らかの形で地域のために残してほしいというような強いご意見がござい

まして、江迎町の長坂とか鹿町町の下歌ケ浦というように、町を残しながらつけていくと

いうことで決定した経過がございますので、同じような取扱いで提案をするということに

いたしております。 

 ５０ページ、５１ページでございます。 

 今、私がご説明したような内容でございますが、特に江迎町、字名に梶の村免から埋立

免まで２１の免がございます。したがって、全部その辺が「佐世保市江迎町梶の村云々」、

それから一番下、「佐世保市江迎町埋立何番地」というふうになるわけでございます。同じ

ように、鹿町町におきましては、字名に大屋免から船ノ村免まで１３免がございますので

ご参照いただければと思います。 

 このように、町名・字名の取扱いにつきましては、字は廃止をいたしまして、町の名称

として、現在の町名に免の呼称を残して町名とするということでご提案するものでござい

ます。よろしくご審議をお願いいたします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、何かご質疑、ご意見はございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田と申します。お聞きをいたします。 

 職員の給与なんですが、今お聞きいたしますと、佐世保市と江迎町には差があります。

鹿町町と佐世保市でも差があります。江迎町と鹿町町でも高卒、大卒での差がございます

が、これはどのように取り計らわれるのかをお聞きいたします。 

 そして、もう１点は住所の変更なんですが、参考までにお聞きいたします。 

 この住所を変更するということは、会社等に関してはすべての書類を変更しなければい

けませんが、このときにそういう団体からの何か意見が出ていなかったのかどうかをお聞
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きいたします。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  今、２点のご質問がございましたが、事務局、お答えできますか。 

 それでは、総務部長。 

【総務部長】  総務部会の嶋田でございます。先ほど、給与の差のところをどうやって

対応していくのかというご質問だったと思います。 

 それにつきましては、冒頭に事務局のほうからの説明でもありましたように、協議書の

中でそのやり方、方法は詳細に決めていくわけですけれども、過去４町で行った例により

ますと、まずは現給を保障するという形で、具体的には過去４町の場合は、１号差が２つ

以上あれば１号詰めるということで、そういうような対応で考えておりますけれども、い

ずれにしても、これも条例事項になりますので、やりながらの対応になると思います。 

 あと、２点目については、特段、問題はなかったとなっております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  今の説明でわかられましたでしょうか。よろしいですか。 

 字の件は特になかったという話ですよね。団体のほうから特に質問、いろいろ問い合わ

せはなかったということですね。松田委員いいですか。 

【地域委員松田委員】  はい。 

【朝長会長】  それでは、協議第１０号「一般職の身分の取り扱い」について、協議第

１１号「町名・字名の取り扱い」についての意見は、原案のとおり決定してもよろしゅう

ございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

（３）提案事項 

①協議第１２号～１３号 

【朝長会長】  次に、協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」について、

協議第１３号「地域審議会・地区協議会の取扱い」についての２件は、相互に関連する部

分もありますので、一括して議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  今度は第２回会議次第、分厚いほうの資料に戻っていただきたいと思いま

す。第２回会議次第の３ページをお開きください。よろしゅうございましょうか。 

 協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」について、及び協議第１３号「地

域審議会・地区協議会の取扱い」についてご説明いたします。 

 まず、協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」についてでありますが、こ

の案件は、取扱いについて「協議を求めます」という書き方をしております。本日ご協議

いただく内容につきまして、どういった協議の仕方で進めていきましょうかという協議の

仕方について、この場で議論をしていただいて方向性を見出していただければということ

で、「協議を求めます」ということにしているものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 議会の議員の定数及び任期の取扱いにつきましては、議会の権限にかかわる非常に重要

な事柄で、他の協議項目とは違った面がございまして、行政として、また事務レベルで方
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針をご提案できるようなものではございません。したがいまして、協議の仕方といたしま

しては、調整方針案の決定欄に書いておりますように、考え方として、まず議会のご意向

や考え方が重要になってまいりますので、議会双方で話し合いをしていただき、その後に

協議会で取扱い方針を見出すことを旨といたします。佐世保市議会、江迎町議会、鹿町町

議会相互で協議を行い、その協議結果を受けて、協議会全体で協議を行い、取扱い方針を

確認していくということで協議を求めるものでございます。 

 ４ページには佐世保市、江迎町の議会の状況、５ページでは鹿町町の議会の状況につい

て触れさせていただいております。簡単に判断材料を示すという意味合いで説明したいと

思います。 

 資料の６ページでございます。参考資料で「議会議員の特例に関すること」ということ

で、どういった視点で論議をしたらよろしいのだろうかということや、編入合併の場合に

どのような取り扱いの選択肢があるのだろうかということ等につきまして、ペーパーとし

て取りまとめました。説明したいと思いますが、詳しく説明いたしますと時間が足りませ

んので、ポイントのみとさせていただきます。 

 ９ページをお開きください。 

 まず、編入合併の場合の議会の議員さんの定数及び任期につきましては、編入する市町

村であります、佐世保の議員は在任をして、編入される市町村、江迎町、鹿町町の議会の

議員は失職する、これが原則でございます。これには、合併新法の中でも特例が定められ

ておりまして、次のいずれかによることができるということになっております。「できる」

でありますから、してもよろしいし、しなくてもよろしいということでございます。その

方法というのが、１つは定数特例をとるという方法、２つ目として在任特例をとるという

２つの方法がございます。これにはまたそれぞれ２つのケースがありまして、後で次ペー

ジにてご説明をしたいと思います。 

 今現在、議員の定数等がどのようになっているのかということをここで触れさせていた

だきますけれども、佐世保市の自治法上、法律上の議員定数は３８でありますが、条例定

数が３６でございます。実際、議員さんは３６名いらっしゃるということでございます。

江迎町は自治法による定数は１８名でございますが、条例定数議員は９名でございます。

鹿町町は同じように、法令定数、法でいう定数は１８名ですが、条例定数は８名というこ

とで、どの自治体とも議員の定数は条例定数が自治法の定数よりも下回っているという状

況でございます。 

 仮に定数特例をとるとするならば、江迎町、鹿町町は何人の定数になるかという計算を

いたしますと、江迎町で１名、鹿町町で１名となるということでございます。 

 次に、１０ページをお開きください。ここでは、議員特例の選択肢と書いておりますが、

先ほど特例には２つ方法があるというふうに説明いたしました。まず、この５つがござい

まして、上の２つ、１番と２番が定数特例をとった場合、３番、４番が在任特例をとった

場合でございます。 

 定数特例の１番目は、編入先の在任期間に定数特例を採用いたしまして、その後は活用

しないという方法でございます。これは具体的に申し上げますと、今、佐世保市議の任期

が平成２３年５月２日までございます。それに、定数特例をとった場合は、江迎町が１、

鹿町町も１、合わせて２でございますので、３６プラス２ということになります。それか
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ら、平成２３年５月３日以降につきましては通常の状況になるということです。 

 ２番目といたしまして、定数特例をとる場合は、さっきの在任期間に定数特例を活用し

た後に、もうあと４年間、最初の一般選挙後も定数特例をとるということが可能でござい

ます。その場合は、平成２３年５月までに加えまして、あと４年間も２人の増員となると

いうことでございます。 

 次、在任特例の３番、４番でございますけれども、編入先の在任期間に在任特例を活用

し、その後は活用しない、先ほどの１番と似ているんですが、在任特例をとりますから、

それぞれの議会の議員さんがお残りになるということになりますので、３６プラス１７で

５３名の議員が在任するということになります。なお、平成２３年５月３日からは通常の

状況ということでございます。 

 ４番目といたしまして、在任特例の場合に在任期間、要するに平成２３年５月２日まで

に在任特例をとった上で、その後の４年間は定数特例を活用するということも法律上可能

でございます。その場合には、平成２３年５月まで５３人議員が在任しまして、あと４年

間は３６プラス２の３８というような形になるということでございます。 

 ５番目は原則論で、在任特例、定数特例も活用しないという選択肢。この５つの選択肢

が議員特例では考えられるということでございます。 

 なお、１１ページには、これを財政シミュレーションいたしまして、場合によりどれく

らい経費がかかる見込みであるかを書いておりますので、ご参考にしていただければと思

います。 

 あと、１２、１３ページには、旧４町の場合の取扱いの例を記載しておりますので、こ

れもご参考にしていただきたいと思います。 

 以上が、協議第１２号でございます。 

 続きまして、１７ページをお開きください。協議第１３号「地域審議会・地区協議会の

取扱い」についてでございます。このことにつきましては、大変恐縮ではございますが、

本日１７ページから２１ページまで資料の差しかえをお願いいたしております。２１ペー

ジまでは差しかえのほうを見ていただいて、それ以降については本文のほうを見ていただ

くということでよろしくお願いしたいと思います。 

 まず、差しかえの資料を見ていただきたいんですが、差しかえをした箇所を委員の皆様

には黄色の蛍光ペンで印をしております。行財政調書の上から３番目、調整方針案を修正

しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。この調整方針案は１８ページも１

９ページもすべて同じ箇所でございます。２０ページも２１ページもその箇所だけを修正

をしているということでお願いをいたします。 

 それでは、説明をさせていただきます。差しかえ資料の１７ページでございますけれど

も、本件も協議第１２号同様に、協議の仕方について「協議を求める」ものでございます。 

 １８ページをお願いしたいと思います。そこで、地域審議会の内容を書いておりますが、

簡単に触れさせていただきます。 

 地域審議会は、合併地域、編入地域の地域住民の皆様方の意見を反映する機関として、

合併新法の第２２条にこの地域審議会を設置することができるとされています。これも設

置してもよろしいし設置しなくてもいいということでございます。 

 左側の上のほうに書いておりますけれども、佐世保市の現状というのを見ていただきた
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いんですが、これまで４町との合併協議の経過を踏まえまして、旧町議員で構成されます

地域審議会を平成１９年５月２日まで設置してまいりました。また、平成１９年６月以降

は地区協議会ということで、地域審議会を継承する機関を設置いたしております。 

 ２０ページを見ていただきたいんですが、ここに地区協議会の概要を書いております。

関係団体、学識経験者、公募委員等で構成されます地区協議会を平成１９年６月以降は合

併地域に設置をしてきているという状況でございます。 

 なお、本文の２２、２３ページを見ていただきたいんですが、ここに地域審議会の役割

あるいは組織体系、それから、その継承機関でございます地区協議会の概念図を掲げてお

りますので、ご参照いただきたいと思います。 

 戻らせていただきます。地域審議会継承機関としての地区協議会の取扱いにつきまして

は、１８ページを見ていただきたいと思います。 

 民意の反映という観点では、協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」につ

いてと関連するところがあるのではないかと考えています。例えば、議員さんの取扱いが

どのようになるかによりまして、民意の反映のされ方に違いが出てくることも考えられま

す。それらを考慮していきながら、差しかえに書いておりますように、協議第１２号「議

会の議員の定数及び任期の取扱い」の今後の協議の方向性を見据えながら、後日、協議会

の中で協議に付することとしたいということで、今回協議を求めるものでございます。よ

ろしくご協議をお願いします。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいま事務局から説明がございました。 

 まず、お伺いをさせていただきたいと思いますが、佐世保市議会の委員さんのご意見は

いかがでございましょうか。 

【佐世保市久池井委員】  協議第１２号の議員の任期取扱いの件については、こういっ

た方針案のとおりでいいんじゃないかなというように思っています。協議第１３号につき

ましても、佐世保市議会特別委員会として大分協議をいたしましたけれども、協議調整方

針案として議会議員の定数及び任期の取り扱いの今後の協議の方向性を見据えながら、同

一協議をするということでございますので、そういった形の調整方針案で結構だというふ

うに考えております。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 それでは、江迎町議会の委員の皆さんのご意見はいかかでしょうか。 

 安富委員。 

【江迎町安富委員】  江迎の安富ですけれども、ちょっとお尋ねします。議員定数の選

択で５つの項目が出ておるわけでございますが、どこかに書いてあったと思うんですが、

小佐々、吉井、世知原の場合、まずもってこういった提案をなされていましたか。 

【朝長会長】  はい、事務局。 

【事務局】  ４町の場合も同じような提案をしております。そして、提案するに当たり

まして、まず、議会同士でお話しをして、協議会で決めていきましょうというようなこと

をやってまいりまして、その中で議会の皆様、それから協議会の委員の皆様の判断材料と

いたしまして、このような資料をご提供して協議に入っていただいたという経過がござい
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ます。 

 以上でございます。 

【江迎町安富委員】  定数特例で、いかにも江迎町と鹿町町が少数でありますけれども、

江迎、鹿町が区分けをして１人、１人が議員になるのだというふうな感覚でとらえるわけ

ですね。１番、２番でいった場合は。何かこう、そういったことが、ほかの地域ではなか

ったように私は認識しているんですけれども、ほんとうにこれで提案なされましたか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【事務局】  すみません、あくまでも選択肢としてこれだけあるということをお示しし

たものでございます。吉井、世知原、小佐々のときにも、仮に定数特例をとるならばそれ

ぞれ１名ずつの定数になるという説明は申し上げました。 

 ですが、実際に協議した結果はこれとは違います。４町の場合は、１２、１３ページを

見ていただきたいんですが。協議結果、（２）「議会の議員の定数及び任期の取扱い」につ

いては、合併特例法によります規定は適用しないということで、４町の場合は原則で議会

の議員の取扱いがなされた。地域審議会は、旧町議会議員で構成される地域審議会が設置

されたというような経過がございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  はい、よろしゅうございますか。 

 それでは、鹿町町の議会議員さんのご意見はいかがでしょうか。 

 宮田委員。 

【鹿町町宮田委員】  鹿町町の宮田でございます。ただいまの調整方針案の中に、今後

の協議の方向性を見据えながら後日協議に付すこととしているというところがありますの

で、本町議会と致しましても一度町議会に持ち帰りまして、町議会のご意見をお聞きして、

随時協議をして、またこの場でご検討頂きたいと思います。基本方針どおりということで

よろしいかと思います。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 地域委員さんからはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。松田委員。 

【江迎町松田委員】  冒頭に大変失礼なことを言いますがお許し願いたいと思います。

ここに集まっている合併委員というのは、議員も地域委員もみんな一緒というふうに理解

しているんですが、そうじゃないんでしょうか。 

 というのは、今、冒頭に、議員の方に質問されました。会長さんが指名をされました。

それはちょっと違うんじゃないかなと。議会の先生たちが意見を言われたら、私たち一般

は言えんのですよ。そういうところは含めていただいて、今後進めてもらいたいと思いま

すが、いかがなものでしょうか。 

 そして、意見をちょっと言わせてもらいます。 

【朝長会長】  これに対しましては、先ほど冒頭に事務局のほうからもお話がございま

したように、議会ということで、このことに関しましては、まず議会の中で協議をしてい

ただくということが第一だと考えています。そういうことからいたしまして、今回まず議

会の委員の皆様方に指名をさせていただいたということでございますので、特に他意はご

ざいません。そこはご理解いただきたいと思います。 
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【江迎町松田委員】  すみません、江迎町の松田です。 

 なぜ、こういうことを聞くかというと、佐世保市議会議員、鹿町町議会議員、江迎町議

会議員の皆さん方の身分の問題でございます。これは、合併協議会の委員として、一番大

事な問題を回避しているのではないか、議会に付託するというのは回避しているんではな

いかという気がしてなりません。この問題こそ、合併委員がこうしたらどうですかという

結論を出すのが筋じゃないかという気がしてならないんですが。 

 と申しますのも、佐世保市議会、鹿町町議会、江迎町議会の皆さん方は、積極的に合併

されたとお聞きをいたしております。志の高い議員さん方に、自分の身分にかかわること

に対して意見を話し合いなさいというのは大変難しい問題じゃないかなという気がいたし

ますが、私の考えの間違いでしょうか。お聞きいたします。 

【朝長会長】  はい、事務局。 

【事務局】  補足程度ということで説明させていただきます。 

 このご協議を持ち上げましたのは、あくまで一旦議会のほうで話し合いをしていただき

ますが、これを決めるのはこの協議会であります。議会で取りまとめたものをもとに、協

議会としてご提案を申し上げて、それでこの中で協議をして決定していただくということ

で、あくまで決めていただくのはこの協議会で決めていただきます。 

 その前段といたしまして、まず議会の皆様でお話しをしていったらどうですかとご提案

をしております。そういうことで、ぜひご理解をお願いできればと思っております。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  すみません、何度も。 

 その趣旨はわかるんですが、例えば議会で結論を出されたものを、私たち協議会がそれ

はおかしいということは出せないんですよ。そういうことをしたら合併がますますおかし

くなってくる。それだけじゃないでしょうか。 

 議会というのはそれだけ権限もあるし、最終的には議会の結論なしに合併協議会で幾ら

話をしても、議会でそれはだめよと言われたら、これはみんなオジャンになってしまうん

ですよ。だから、私が言っているのは、議会の議員の先生方が決められたことを協議会で

いや、それは違うよということは言えないということを言っているのですが、私の言って

いる意味は理解できますか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【事務局】  よく理解をいたします。理解いたしますけれども、そうしたら、この案件

をどのような形で協議会で協議をするかといったら、それを考えると一方では難しい部分

もございますので、このような形で挙げさせていただいたこともございます。ぜひ、そう

いう部分もご理解いただけたらと思います。 

 ただ、議会の議員の皆様方の身分、あるいは定数が何人かということにかかわる問題で

す。４町のときもいろいろな議論がございました。いろいろな議論をした中でまとめてき

た経過もございますので、それを十分経験、勉強もさせていただきながら、今回この２町

との合併協議会の中でもこのような協議の仕方を提案したものでございまして、そこはぜ

ひご理解をお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  松田委員、よろしゅうございますか。 
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 いろいろなご意見はあると思うんですが、やはり議会に関することは基本的に議会のほ

うで十分に協議をしていただきながらコンセンサスを図っていただいて、そしてこの場に

提案をしていただくということにさせていただきたいと思います。 

 そうした上で、最終的にはこの協議会が判断をするということになると思いますので、

その場でこれはまた忌憚のないご意見をいただくということが必要だと思います。何も遠

慮される必要は全くございませんので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、地域委員さんは今いただいたんですが、鹿町町の地域委員さん、佐世保市の

地域委員さんはご意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

【地域委員山口委員】  座ったまま失礼いたします。 

 先ほどの分ですが、議員特例の選択肢ということで、ここに５つばかりの提案内容があ

ります。例えば、先ほどおっしゃったように、各町議会のほうで持ち帰って話をされると

した場合、例えば鹿町町が１番をとると、江迎町は２番をとるといった場合、それぞれ編

入する場合は、別々の方法で合併議員の定数になるというふうなことも可能でしょうか。 

 私の考えとしては、やはり鹿町町と江迎町は一緒の方法で、例えば１番をとるなら１番

をということで、鹿町も江迎も一緒になって佐世保市に合併になっていくというのが基本

ではないかなと思うので、そこら辺のところは、もう一度そちらの合併協議会の中でこう

した問題について先ほど申し上げたように、今言われたような形にもっていくほうがいい

と私は個人的には思っております。 

【朝長会長】  答弁しますか。 

【事務局】  補足説明ということでお願いしたいんですが、今、山口委員さんのご意見

でございます。 

 江迎町と鹿町町に特例のとり方、あるいはとられた場合を含めて、違う方法をとること

は法律上違反にはなりませんけれども、新市の一体性、今後の継続性等を考えた場合に、

江迎町の議員さんにはこうしました、鹿町町の議員さんには別にこうしましたというよう

なことについては、佐世保市民、あるいは江迎町民、鹿町町民の皆様方から、多分理解を

得られないんじゃないかと思います。したがって、同じような方向性をとるというのが望

ましいんではないかと考えます。 

 ただ、そのことも協議の１つでありましょうから、事務局では軽々に言えないというこ

とだけはぜひご理解をお願いします。ただ、そのようなことが望ましいんじゃないかとい

うふうに考えられます。以上、補足説明として申し上げました。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  意見が違う可能性もあると思います。しかし、それを調整するのがこの

会だと思っています。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 はい、深江委員。 

【地域委員深江委員】  深江です。 

 議員さんの身分の取扱いということで、予算が大変だろうと思っているのですが、１０

ページの中で、平成２０年５月２日までということで書いてあります。多分これは、佐世

保市議会議員さんの任期だと思います。それぞれ町長さん、議員さん、任期があると思い
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ます。参考意見でいいですけれども、それぞれの鹿町町、江迎町の議員さん、町長さんの

任期をちょっと教えていただければと思います。 

 これは、この後の地域審議会、あるいは先に話がありました合併の期日とも関係が出て

くるのではないかと思いますので、はっきりわかりましたらお願いいたします。 

【朝長会長】  わかりますか。もしわからなければ町長さんに聞きます。 

【事務局】  資料を持ち合わせてございません。 

【朝長会長】  申しわけございません。それではよろしいですか、鹿町町、江迎町。 

【亀山副会長】  江迎町の場合は、来年１０月２９日が任期でございます。町議も町長

も一緒でございます。 

 以上です。 

【朝長会長】  では、鹿町町。 

【宮田副会長】  鹿町町は、町長が来年７月２８日までの任期。そして議員さんは平成

１９年選挙です。まだちょっと任期があります。 

【朝長会長】  議員さんは平成２３年５月２日までということですね。深江さん、よろ

しゅうございますか。江迎町は、町長さん、そして議員さんともに平成２１年１０月２９

日です。それから、鹿町町は、町長さんが平成２１年７月２８日、そして議員さんが平成

２３年４月２９日ということで確認をさせていただきたいと思います。いいですね。 

 江迎町、後で確認いたします。議員さんが違うんですか、町長さんが違うんですか。 

【亀山副会長】  選挙は一緒です。 

【朝長会長】  選挙は一緒だけど、議員さんのほうがちょっと違うんですね。途中の経

過があるようで、町長さんと議員さんはちょっと違う可能性があるんで確認をするという

ことですね。それでは、江迎町は、後で確認をしていただきたいと思いますが……、やっ

ぱり１０月には変わりないということですね。はい。 

 よろしゅうございますか、深江さん。 

 ほかは、地域委員の方はございませんか。広域委員の先生方でございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ご意見がないようでございますので、取りまとめたいと思い

ます。 

 まず、協議第１２号の「議会の議員の定数及び任期の取扱い」については、協議の進め

方として、まず、佐世保市議会、江迎町議会、鹿町町議会で協議を行い、その協議結果を

受けて協議会全体で協議を行い、取扱い方針の確認をしていく。 

 次に、協議第１３号「地域審議会・地区協議会の取扱い」については、協議の進め方と

して協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」の今後の協議の方向性を見据え

ながら後日協議に付するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

それでは、そのように取り計らいたいと思います。佐世保市議会、江迎町議会、鹿町町

議会の皆さんにはご苦労をおかけすると思いますが、よろしくお願いをいたします。 

 以上で、第２回会議次第の提案事項、今回提案分から今回協議のところまで終了いたし

ました。 

 提案事項の途中ではございますが、ここで若干休憩をとりたいと思います。再開は１０
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時４５分からといたします。大体１０分程度の休憩とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

（午前１０時３５分休憩） 

（午前１０時４５分再開） 

【朝長会長】  定刻になりましたので、会議を再開させていただきます。提案協議に入

ります前に、先ほどの江迎町の町長さんと議員さんの任期の正確な期日がわかりませんで

したので、正確な期日をお知らせいただくことにいたしたいと思います。 

【亀山副会長】  それではお答えいたします。江迎町の場合は、町長が平成２１年１０

月２８日が任期でございます。町議会が平成２１年１０月２０日になっております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 確認をさせていただきますが、江迎町の町長が平成２１年１０月２８日、町議会議員が

平成２１年１０月２０日ということでございます。 

 それでは提案事項に入ります。これから提案される案件は、本日の提案を聞いた上で、

次回協議会で議論し決定をしていくことになります。本日は事務局の説明を聞いていただ

いて、不明な点やご意見などを出していただければと存じます。今回は、会議次第にもし

るしておりますように、８件の提案をいたしております。 

 

②協議第１４号 

【朝長会長】  それでは、協議第１４号「農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱い」

についてを議題としたいと思います。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第２回会議次第の２５ページをお開きください。協議第１４号「農業委員

会の委員の定数及び任期の取扱い」についてでございます。 

 まず、農業委員会の委員さんがどういう役割を持っていらっしゃるのだろうかというこ

とを先に説明をいたします。 

 農業委員さんは主に農地の売買とか、農地の転用に際しまして、農地の無秩序な開発を

監視、抑止する役目を担っていらっしゃいまして、その職務は農地等の利用関係の調整、

あるいは農地の交換分合、その他農地に関する事務を執行する役割がございます。そして、

農業委員会は法律により市町村に設置が義務づけられている行政機関でございます。委員

は選挙による委員と選任による委員で構成されております。 

 それでは、「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」についてでございますが、江迎

町と鹿町町の農業委員会は、佐世保市の農業委員会に編入をするというのが大原則です。

そして、江迎町及び鹿町町の農業委員会の選挙による委員のうち、江迎町３名、もともと

江迎町の農業委員会では８名の選挙委員がおられますけれども、８人の中から３名、それ

から鹿町町は現在５人の選挙による委員さんがいらっしゃいますが、そのうちの２名は、

合併特例法の規定によりまして、佐世保市の農業委員会の委員の在任期間、これは平成２

３年７月１９日までございますけれども、在任期間、引き続き佐世保市の農業委員会の委

員として在任をする。そして、特例期間経過後、要するに２３年７月１９日以降につきま

しては、佐世保市の農業委員会の選挙の委員の定数等に関する条例を改正いたしまして、

選挙区の見直しを行うということで提案をいたしたものでございます。 
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 理由でございますが、江迎町、鹿町町の地域農業における激変緩和を図るため、農業委

員の不在期間をなくしまして、両町の円滑な農政運営及び農業委員会の業務を行おうとす

るためでございます。また、統一的な農政運営という観点から、１つの農業委員会の設置

が望ましく、また合併による財政の効率化が図られるということからこのような提案をい

たします。 

 在任数については、江迎町、鹿町町の農業委員会の業務及び耕地面積等を考慮いたしま

して、江迎町３名、鹿町町２名ということで、ご提案を申し上げるものでございます。 

 ２６ページ、２７ページをお開きください。ここで行財政調書に、佐世保市、江迎町の

状況を説明しております。 

 佐世保市の農業委員は選挙による委員が３０名、ほかの選任委員が７名、合わせて３７

名でございます。委員といたしましては、選挙による委員が今３０名でございまして、選

挙区も４つに分かれております。有権者数が７,４２９人というような状況です。一方で、

江迎町におきましては、選挙による委員が８名、選任委員を含めまして１４名ということ

で委員の任期はほぼ同様でございます。 

 同じように２８、２９ページ、鹿町の状況で申し上げますと、選挙による委員が５名、

選任による委員が４名、合わせて９名ということでございます。 

 実際、どのような選択肢があるのか調整方針シミュレーションということで書いており

ますけれども、原則論でいきますと、合併後１農業委員会の設置をして、在任特例を適用

しないというケース。それから２番目といたしまして、在任特例をとるケース。それから

３番目として、合併後も従前の農業委員会は併設するケース。この３つが考えられるもの

でございます。この３つを考えた場合に、２番目の在任特例を採用して提案をしていく。

ただ、在任をする人数につきましては、３名、２名ということでしているということでご

ざいます。 

 なぜこのようなことをするかということについてご説明申し上げます。３０ページ、３

１ページをお開きください。農業委員（選挙委員）１人当たりの業務量等を比較するとい

うことで書いております。 

 今、佐世保市の農業委員会、選挙委員３０名と先ほど申し上げましたけれども、この１

人当たりの耕地面積が９５.７ヘクタール。一方で、１人当たりの受け持っていらっしゃる

農家世帯が１１７.１世帯。１人当たりの有権者が２４７.６人。農業委員１人当たりの受

付件数が２０.４件。これに一番近い線で、両町の農業委員さんの在任する数を調整したほ

うがいいんではないかということで検討いたしました。 

 右から２番目、江迎町農業委員会選挙委員さん３名の場合には、農業委員１人当たりの

耕地面積も１１０ヘクタールでそう大きく変わりません。世帯数も９１世帯、１人当たり

の有権者数は若干下がる。１人当たりの受付もそう変わらない。同じように、鹿町町の農

業委員会２名の在任、右から２番目でございますが、農業委員１人当たりの耕地面積が６

９ヘクタールと若干佐世保市よりも下回ります。世帯数はそう変わらない。１人当たりの

有権者数も若干下回る。農業委員１人当たりの受付件数も若干も下回るというような状況

でございますが、江迎町の委員さんで３名、鹿町町で２名というのが一番適切ではないか

ということで、ご提案をしているものでございます。 

 以上でございます。 
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【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質疑はございません

でしょうか。 

 はい、どうぞ。林委員。 

【江迎町林委員】  江迎の林です。２６ページに出ていますが、選挙区制になっている

ようですけれども、もし、この合併ができたとするならば、この江迎町、鹿町町の選挙区

はどのようになるのか。 

【事務局】  農業委員会からご説明をお願いいたします。 

【朝長会長】  農業委員会、いいですか。 

【農業委員会沢田】  農業委員会、事務局の沢田です。よろしくお願いします。 

 今まで４町が合併しておりますが、今度新たに合併となると、全体的な見直しもしなく

てはいけないのかなということで、まだ選挙区につきましては、決めておりません。した

がいまして、何名とかというところもございませんし、また、江迎町、鹿町町で新たな選

挙区を設けるというようなことにもまだ至っておりませんので、この後の協議の結果だと

思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。 

 ほかに、農業委員に関することにつきまして、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、これくらいで質疑をとどめまして、次に移ります。 

 

③協議第１５号 

【朝長会長】  次に、協議第１５号「地方税の取扱い」についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ３３ページをお開きください。協議第１３号「地方税の取扱い」について

でございます。 

 地方税の取扱いについては、佐世保市の制度に合わせます。ただし、法人市町村民税の

法人税割については、合併特例法第１６条第１項の規定によりまして、不均一課税とする

こととして、期間を合併年度及びこれに続く３年度とするということでございます。 

 そこに掲げておりますように、地方税は、１つは個人市（町）民税がございます。これ

につきましては、個人均等割は市も町も同額で、年額３,０００円ということで変わりませ

ん。違う部分は、佐世保市の場合は均等割の非課税基準が高く、１１３万４,０００円。一

方、江迎町、鹿町町は、１００万８,０００円ということで、非課税基準が佐世保市が高い

ということでございます。 

 ２番目として、法人市（町）民税がございます。法人市（町）民税の法人税割につきま

しては、佐世保市が１４.７％、これは制限税率を採用しております。一方で、江迎町、鹿

町町におきましては、標準税率である１２.３％を採用されております。ちなみに１００万

円課税されている法人ということで計算いたしますと、１４万７,０００円と１２万３,０

００円の差、２万４,０００円の法人負担の増になるということでございます。 

 ３番目に固定資産税がございますが、これは納期を除きまして佐世保市と同一制度です。

後で少し説明しますので、ここは簡単に触れますが、軽自動車税につきましては、納期と
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免税が若干違う。市町村たばこ税は一緒でございます。特別土地保有税も同一の制度でご

ざいまして、今現在１市２町とも課税停止という状況です。課税はしておりません。都市

計画税は、佐世保市は都市計画税が市街化区域内に所有する土地及び家屋の所有者にかか

ります。江迎町は全域、鹿町町も一部都市計画区域指定はございますけれども、用途指定

がございませんので、都市計画の２町は課税対象外ということになります。入湯税は、江

迎町にはございませんが、佐世保市と鹿町町は、課税免除対象者の範囲が違いますけれど

も、それを除いては同一の制度でございます。 

 ３５ページ以降につきましては、地方税の比較一覧ということでしておりますが、ここ

はポイントのみ説明いたします。 

 ３６ページでございます。固定資産税は納期が違いまして、佐世保市は年内、１２月２

５日までに４期分を納税する必要がございます。一方、江迎町、鹿町町は、次年の２月末

までということで期間が違う、佐世保市が短いということでございます。仮にこのような

ことで決定されますと、今まで２月末までに納めておればよかったものが、１２月２５日

までに納めていただくということで、十分住民の皆様方に説明をする必要が出てくるとい

うようなことでございます。 

 それから、３９ページ以降に行財政調書をつけております。市民税は先ほど申し上げま

したように、２番目の均等割の非課税基準が違うということで見ていただければと思いま

す。 

 それから、４１ページをお開きください。ここは、法人市町村民税で不均一課税を採用

したいということで提案を申し上げましておりますけれども、江迎町の状況でございます。

 江迎町で全法人が１２１社ございます。この中で平成１８年度課税状況調によりますと

該当する法人税がかかった法人が３５社ございまして、この影響額を参考欄に掲げており

ますように、試算を出しますと、制限税率が１２.３％から１４.７％になったと仮定して

計算しました場合には、年間６５０万６,０００円の影響、負担増になるということです。 

 また、同じように４２ページでございます。鹿町町の法人は９７社ございますが、その

中で法人税割がかかったところが４４社ございます。これを同じように影響額を試算して

みますと、年間に３３４万８,０００円の影響があるということです。 

 ６５０万円、それから３３０万円の影響額ということで、３年間不均一課税を行うとい

うことで提案しているものでございます。あと、固定資産税は、納期が違う部分以外変わ

りません。 

 ４５ページ、軽自動車税でございます。ここでは大変申しわけございませんが、資料の

訂正をさせていただきます。佐世保市の欄のⅢの納期限で、５月１６日から３１日までと

書いております。この下に「市税条例第３９条」と書いてありますが、すみません、これ

は「条例第３８条」の誤りでございまして、ご訂正方よろしくお願いいたします。 

 軽自動車も納期の違いがある。江迎町の場合は４月１５日から３０日までに納めなけれ

ばいけない。佐世保の場合は１カ月おくれになるということでございます。 

 それから４７ページ。同じように鹿町町の資料につきましても、先ほどの納期限が市税

条例「第３９条」を「第３８条」にご訂正方を、すみませんがよろしくお願いをいたしま

す。 

 あと、減免の部分が違いまして、例えば４８ページを見ていただきたいんですが、佐世
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保市の場合は、課税免除を受ける自動車の範囲が１）から５）まで、例えば４）では社会

福祉法人が所有し、社会福祉法に規定する事業の用に供する軽自動車等が課税免除を受け

られるというようなことがございます。同じように町もございますが、その範囲がまた違

うということでご理解をいただければと思います。 

 あとはそう違いはございませんので説明については省かせていただき、あとは見ていた

だきたいと思います。 

 それから５５ページ、入湯税についてでございます。江迎町はございません。いわゆる

施設がございません。 

 ５６ページ、鹿町町の場合は、皆さんよくご存じと思いますが、やすらぎ館がございま

す。ここについては、対象になるかどうかという判断がいるわけでございますが、課税免

除の範囲が佐世保市の場合、宿泊を伴わない日帰りの入湯者となっております。宿泊する

施設に実際入湯税がかかるということでございまして、今、鹿町町のやすらぎ館につきま

しては宿泊施設はございませんので、課税対象にならないということでございます。 

 以上のようなことで、「地方税の取扱い」について提案するものでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 「地方税の取扱い」につきまして事務局から説明がございましたが、何かご意見、ご質

問はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  質疑はないようでございます。次に移りたいと思います。 

 

④協議第１６号 

【朝長会長】  次に、協議事項第１６号「慣行の取扱い」についてを議題とします。事

務局の説明を求めます。 

【事務局】  ５７ページでございます。「慣行の取扱い」についてでございますが、４つ

についてご提案申し上げております。 

 １つが、「市の花」、「市の木」、「市の歌」でございます。これについては佐世保市に合わ

せましょうというご提案でございます。ただし、江迎町、鹿町町の花、木、歌につきまし

ては、両地区由来の花、木、歌として伝承していきましょうというご提案でございます。 

 これについては、５８、５９ページ、行財政調書を見ていただきたいと思いますが、佐

世保市は市の花が「カノコユリ」、市の木が「ハナミズキ」、市の歌は「佐世保市歌」がご

ざいます。江迎町は、町の花が「スイセン｣、町の木が｢まき(槙）｣、町の歌は二つござい

まして、｢江迎町歌｣と｢江迎音頭｣ということになっております。 

 ５９ページでございますが、鹿町町におきましては、町の花が｢ツツジ｣、町の木が｢カシ

(樫）｣、町の歌が｢鹿町町歌｣、｢鹿町遊情｣、｢鹿町音頭｣ということで、平成元年４月に指

定されております。 

 これは、方針として佐世保市に合わせるということにいたしておりますが、そうなりま

すと江迎町、鹿町町の地区の花、木、歌をどうするのかといった問題になります。慣れ親

しんだ町のシンボルがなくなることについて一定の配慮が必要ということで、このような

両地区由来の花、木、歌として伝承していきましょうということです。具体的対応策の中
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にも書いておりますように、慣れ親しんだ江迎町、鹿町町のシンボルとして、花、木、歌

は地域の特性を出す素材として、地区のまちづくりに生かしていくこととする。４町との

合併も同じような調整をしてきた経過がございます。 

 次に２番目、戻っていただきまして５７ページです。 

 江迎町、鹿町町の宣言についてでございます。これにつきましては、佐世保市の宣言に

統合しますという提案でございます。 

 これは、６０、６１ページ、佐世保市は、「平和宣言」から「男女共同参画都市させぼ宣

言」まで９つの宣言がございます。一方、江迎町は、「核兵器廃絶・平和の町宣言」、「飲酒

運転根絶宣言」、「暴力根絶宣言」と３つがございますが、これは佐世保市の左側の９つの

中に同じような宣言がございます。したがって、これはこのことと重なりますので統合し

てもよろしいんじゃないかと。 

 同じように鹿町町におきましても、「平和宣言」、「飲酒運転追放宣言」、「交通安全都市宣

言」と３つございます。このことにつきましても、９つの佐世保市の宣言の中に同じよう

なものがございますので、佐世保市の宣言に統合するということができるんじゃないかと

いうことで提案をいたしたものでございます。 

 また５７ページに戻りますが、３番目の憲章でございます。市（町）民憲章については、

佐世保市の憲章を用いるものとするということでご提案をいたしております。 

 これは６２ページでございます。左側に書いておりますように、佐世保市は「美しい西

海の自然……」から「……この憲章を守ることを誇りとします」。その後に１から５番まで、

「私たちは、力を合わせ、明るい家庭と豊かな郷土をつくりましょう」から、５番目「交

通事故をなくし公害のない町をつくりましょう」ということで、５つのことをベースとし

た市民憲章を持っています。江迎町は町民憲章はございません。鹿町町は、町民憲章が５

つあります。これについては、選択肢といたしまして佐世保市のものを用いるという方法。

それから、合併後、新たな市民憲章を策定するという２つの方法がございます。 

 旧４町の場合には、合併後新たな市民憲章を策定するという方向で調整してまいりまし

たが、今回は佐世保市の憲章を用いることにしておりますのは、１つが佐世保市の市民憲

章自体が３０年前のものであり、見直しが必要ということもあっているんですが、佐世保

市はこの第１回協議の中でご説明申し上げましたように、この合併を通じまして３０万人

都市、中核都市を目指していきましょうという方向のもとに、合併を進めていこうとして

いるものでございます。ですから、その段階で市民憲章をきっちり見直していってもいい

のではないかということで、佐世保市の憲章を用いるということでご提案申し上げており

ます。 

 それから、き章についてでございます。き章については佐世保市の例によるということ

で提案をしております。 

 ６４ページ、６５ページを見ていただきたいんですが、佐世保市はひし形をした「サセ

ボ」という文字をなぞらえたき章でございます。江迎町は、「エムカエ」と片仮名で書いて

ぐるっと丸をしたもので、鹿町も真ん中に「カ」があってというようなことでございます

が、き章につきましては、佐世保市に合わせる。佐世保市という名称が変更されることが

ない以上、現在、佐世保市が使用しているき章をすべて変えるのは難しゅうございますの

で、これは佐世保市の例によるということで提案しているものでございます。 
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 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明につきまして、何かご意見、ご質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、これくらいで質疑をとどめ、次に移りたい

と思います。 

 

⑤協議第１７号 

【朝長会長】  次に、協議第１７号「国民健康保険事業の取り扱い」についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ６７ページをお願いいたします。協議第１７号「国民健康保険事業の取り

扱い」についてでございます。 

 この事業の取扱いについては、佐世保市の制度に合わせる。ただし、国民健康保険税率

については次のとおりとするということで、合併年度、目標としては平成２１年度中とい

うことでございます。平成２２年３月までは１市２町でそれぞれ賦課している税率を用い、

合併新法の規定によって合併年度の平成２１年度は不均一課税としましょう、合併してか

らは新市の税率に統一をいたしましょうということでございます。 

 賦課方式につきましては、実際には均等割、世帯割、所得割、資産割の４つの方式があ

るんですが、このうちの均等割、世帯割、所得割の３方式を採用しまして、江迎町及び鹿

町町の資産割を伴っている制度を廃止するということでのご提案でございます。 

 合併翌年度から税率を３方式に採用した場合につきましては、江迎町、鹿町町等関係す

る住民の方々については、保険料での負担増が生ずることが予測されます。そこで、大体

どれぐらいかという計算をして提案しているものがございますが、そうは１人当たり大き

な違いは生じないので、経過措置は設けないということでご提案をいたしております。 

 なお、介護納付金分につきましては、これも合併年度は不均一課税といたしまして、翌

年度合併してからは、新市の税率に統一するという方針でございます。 

 ６８、６９ページが、佐世保市、江迎町の税率の状況、１人当たりどれぐらいの調定額

で、１人当たりどれぐらい保険を支払っていらっしゃるかというのを示したものでござい

ます。特に、ここで一番ポイントとなりますのは、佐世保市に合わせるということが基本

的な方針でございます。合わせた場合に、江迎町の住民の皆様方がどれぐらい負担増にな

るのか、あるいは負担減になるのかというのが大事な部分になってくるということで、佐

世保市の税率で江迎町税額を試算比較したものを書いております。 

 これは、今年の６月現在、それぞれ専門部会で数値を算出いたしました。佐世保市の税

率で比較いたしますと、医療給付分は、佐世保市の税率に合わせますと、１人当たり４万

９,３９４円。一方、江迎町の税率のままですと４万４,２０４円になりますので、これは

１人当たり５,１９０円負担が増えてしまうという形になります。一方で、後期高齢者負担

金は同じ計算をいたしますと、逆に３,４１９円負担減になります。それから、介護納付金

分も１,５３７円の減になりまして、合計は書いてありませんがトータルいたしますと、町

民１人当たり年間２３４円の増加になります。これは７４ページに詳しい試算をしており

ますので、後で参考にしていただきたいと思います。 
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 それから、７０ページ、７１ページは鹿町町の状況でございますが、同じように１人当

たりを比較しますと、医療給付分で佐世保市は５万２,３８３円、鹿町町の税率でいきます

と４万１,０７５円で、これは年間１万１,３０８円増になります。一方で、後期高齢者支

援金分で計算いたしますと、４,０４４円の負担減に、介護納付金分も１,３５８円の減に

なる。差し引きまして、１人当たり平均５,９０６円の増になります。年間５,９００円で

すから、月当たり４９０円から４９２円ぐらいの増になります。この辺はいろいろな町民

の皆様、歳出の調整によって上がったり下がったりしますので、専門部会の中でもいろい

ろ議論はあったんですが、これも佐世保市に合わせざるを得ないんじゃないかということ

で、このような提案をしております。 

 これは７５ページに詳しく計算根拠を設けておりますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 それから、７６ページでございます。国保の中で、佐世保市も江迎町、鹿町町もそれぞ

れ基金を持っておりますが、今、佐世保市は平成１９年度末での基金保有額が１０億１,

７００万円、保有割合としては５.８９％。江迎町は１億３,５００万円、ただ、保有割合

は３２％と多くなります。鹿町町も同様に平成１９年度末の基金保有額が１億５,０００万

円ということで、これも保有額割合は３５.８％と高いというような状況でございます。 

 これらの中で先ほど私が説明申し上げましたような提案をするものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ただいま「国民健康保険事業の取扱い」について説明がございましたが、

何かご意見、ご質問はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

【地域委員松田委員】  江迎町の松田と申します。 

 ７６ページ、基金の保有割合が江迎町と鹿町町はほとんど似ているんですが、佐世保市

さんの保有割合が５.９４％ということで、大変少ないように感じます。というのは、私は

江迎町の国保の運営協議会の会長をさせてもらっておりまして、私たちが指導を受けた基

金の保有割合は、市町村は２５％から３０％ぐらいは持ちなさいというふうに県等からの

指導を受けております。佐世保市の場合は５.９４％と、何か計算の仕方が違うのかどうか、

ちょっと少ないんですが、どうしてこういうふうになるのかなと思っているんですが。こ

れは後でまた審議があるんでしょうから、次回のときに詳しい説明をよろしくお願いいた

します。 

 それと、この資料の中を見ていきますと、国保の徴収率が出ておりません。この保有割

合が実際ほんとうだったとしたら、おそらく徴収率も鹿町町、江迎町に比べて若干悪いの

ではないかなと思いますので、徴収率等も提出をお願いいたします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  今、お答えができれば答えていただきますが。 

 はい、どうぞ。専門部会お願いいたします。 

【佐世保市市民生活部】  佐世保市の市民生活部でございます。１点目の保有割合が２

５から３０になっていたんじゃないかとご指摘いただきましたけれども、私どもは５％と

いうことで保有割合をキープする旨、上位官庁から指示を受けているところでございます。 
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 ２点目でございますけれども、確かに私どものほうは若干徴収率は低うございまして、

９１％、現年度ではキープをできないという状況がございまして、国からの補助等で５％、

ペナルティーをいただいているということは、これは事実でございます。ただ、県下旧８

市等々で比べましたところ、本市のほうは上のほうからも大変十分な徴収が上がっている

ということで、お言葉をちょうだいしているというのが実情でございます。 

 いずれにしても、次回の中で詳しくご報告をさせていただきたいと思います。お願いし

ます。 

【朝長会長】  松田委員、よろしいですか。 

【江迎町松田委員】  はい。 

【朝長会長】  ほか、ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、このぐらいで質疑をとどめたいと思います。 

 

⑥協議第１８号 

【朝長会長】  次に、協議第１８号「高齢者福祉制度の取り扱い」についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ７７ページをお願いいたします。協議第１８号「高齢者福祉制度の取り扱

い」についてでございます。 

 これは、高齢者福祉制度の中の敬老行事（敬老祝金、敬老記念品、長寿祝金）について

提案するものでございます。この敬老行事につきましては、佐世保市の制度に合わせます。

ただし、敬老祝金については、合併年度が平成２２年３月末、要するに２１年度の場合は

その年のみを引き継ぐということでの提案でございます。 

 理由の欄でございますけれども、敬老行事のうち、敬老記念品、長寿祝金につきまして

は、２町の制度よりも佐世保市のほうが上回っているという状況です。したがって、これ

は佐世保市に合わせましょうということでございますが、敬老祝金につきましては、吉井、

世知原、小佐々との合併時に設けた経過措置も含めまして、佐世保市全体が制度の見直し

を行いまして、平成１９年４月から敬老祝金は見直し（廃止）をいたしておりまして、そ

の関係から、敬老祝金は廃止といたしますけれども、両町におきます受給者の影響を考慮

して、合併年度についてはそれを引き継ぎましょうということにいたしております。 

 これは７８、７９ページを開いていただきたいんですが、まず、佐世保市の状況です。

佐世保市も平成１８年度までは、満８０歳以上の方に、民生委員さんを通じまして５,００

０円の敬老祝金（敬老年金）を出しておりました。しかしながら、平成１９年４月１日か

らは事業廃止させていただいております。一方で、敬老記念品でありますけれども、米寿

の市民の方に１万円相当の記念品を贈呈いたしております。長寿祝金でありますが、満９

９歳以上の方に５万円の祝い金を贈呈いたしております。 

 一方で、江迎町におきましては、敬老祝金は８０歳に達していらっしゃる方に５,０００

円の支給。敬老記念品は、米寿の方に５,０００円ですから、これは佐世保市と一緒である。

長寿祝金は１００歳の方に３万円ですので、佐世保市の場合よりはこれもプラスにはなる。

ただ、敬老祝金は佐世保市が廃止としますので、この分についてはなくなってしまうとい

うことでございます。 
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 鹿町町につきましても、同じように、敬老祝金は７７歳、８８歳から９８歳の方に５,

０００円の支給。９９歳以上の方に１万円支給ということになっております。敬老記念品

につきましては、米寿記念品は佐世保市と同じように１万円相当の毛布セット。長寿祝金

はないということで、これらの状況を専門部会で検討いたしまして、先ほどのような例を

幹事会の中でもこのことで協議会に上げましょうということで提案をしているものでござ

います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。「高齢者福祉制度の取扱い」について、何かご

意見、ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、質疑をとどめます。 

 

⑦協議第１９号 

【朝長会長】  次に、協議第１９号「障がい福祉制度の取扱い」についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ８１ページをお願いいたします。協議第１９号「障がい福祉制度の取扱い」

についてでございます。 

 このことにつきましては、障害者医療費給付制度、障害者の中の障害者医療費助成、い

わゆる福祉医療のことについて協議をお願いするものでございまして、これは佐世保市の

制度に合わせます。ただし、２町において合併前に対象であった方につきましては、合併

年度及びそれに続く３年間、各町の制度をそれぞれ適用しましょうということで、激変緩

和のために経過措置を設けまして、その後佐世保市に合わせますというご提案でございま

す。 

 なぜこのような取り扱いをするかということについてでありますが、佐世保市と江迎町、

鹿町町ととらえますと、江迎町、鹿町町さんのほうがサービスが高くなっております。例

えば、身障手帳の１級・２級者、療育手帳のＡ１・Ａ２の方というのは、佐世保市も江迎

町、鹿町町も８００円を超える額につきましてはそれぞれ助成がありますから、個人のご

負担は８００円で済むわけでございますけれども、身障手帳の３級の方、あるいは療育手

帳のＢ１を保有の方につきましては、佐世保市の場合は８００円を超えた３分の２を助成

すると、３分の１の分は負担していただかなければいけない。一方、江迎町、鹿町町の方

につきましては、同じように８００円までの限度でよろしいということになっております

ので、そこで佐世保市に合わせるといたしますと、両町の町民の関係の方々にはご負担が

出てくる、同じようなことが療育にも言える。次のページの高齢者の医療受給者資格者の

方にも同じようなことが言えるということで、このような提案をしておるものでございま

す。 

 ８３ページ、概略だけご説明申し上げます。佐世保市、この３番目の支給状況を見てい

ただきたいんですが、対象者がトータル５,８１１人いらっしゃいます。支給件数がトータ

ルで６万８,８２２件。３億６,０５０万７,０００円の経費がかかっております。 

 一方、江迎町におきましては、支給状況でございますけれども、対象者が３００人、支

給件数がトータル２,９９９件、約３,０００件で、１,３２３万円でございます。 
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 一方で、８４ページ、鹿町町でございますけれども、鹿町町は対象者が合計で３２７人、

支給件数が２,２１３件で、８２１万１,０００円の経費がかかっているという状況でござ

います。 

 これにつきまして、佐世保市に合わせて３年間だけ経過措置をとりましょうといたしま

すと、江迎町の分で年間１,１１０万１,０００円の増。鹿町町の場合につきましては、８

６ページの財政シミュレーションの中に書いてありますけれども、８７１万６,０００円の

増になります。 

 これは、８５ページの資料を見ていただきたいんですけれども、実際に対象が拡大する

ことによっての影響額、この網かけをしている部分でありますが、単年度で江迎町が３７

０万円、３年間で１,１１０万円。鹿町町は、町単独で２９０万５,０００円、３年間で８

７１万５,０００円ということで、この分が４年間増えますけれども、３年は経過措置をと

りましょうということです。 

 逆に、両町に佐世保市を合わせということをいたしますと、資料８３ページに戻ってい

ただきたいんですが、右側の下の欄に調整方針パターン財政シミュレーション、②佐世保

市が２町に合わせた場合どうなるかということを試算いたしますと、年間８,４３７万７,

０００円の増になりますので、これはできないということで、佐世保市に合わせまして３

年間経過措置を設けましょうということでご提案をしているものでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。「障がい福祉制度の取扱い」について説明を受

けましたが、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 意見、ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、これくらいで質疑をとどめ、次に移ります。 

 

⑧協議第２０号 

【朝長会長】  次に、協議第２０号「入札・契約に関する事務事業の取扱い」について

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ８７ページをお開きください。協議第２０号「入札・契約に関する事務事

業の取扱い」についてでございます。 

 これは、両町の建設業者の方々への対応ということでのご提案でございまして、合併し

たことによって急に工事がなくなったとかいうことができるだけ起こらないようにという

ような観点でのことでございまして、次のような調整方針を提案しております。 

 この「入札・契約に関する事務事業の取扱い」につきましては、佐世保市の制度に統合

します。ただし、合併後、最長５年間はそれぞれの地域性等を考慮した指名、選定方法で

対処します。３年をめどに継続するか否かを協議するというようなことでございます。 

 理由は、先ほど申し上げましたように、江迎町、鹿町町の建設事業者の方々への経営環

境の急変を緩和するためということで提案するものでございます。 

 もう少し具体的に言いますと、江迎町、鹿町町で行われている工事は、江迎町、鹿町町

の業者さんを指名しながらやっていきましょうということを行おうとするものでございま

す。ただし、今の佐世保市である工事については、今の江迎町、鹿町町の業者さんは入れ
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ないことになります。今、旧合併４町でも同じような取り扱いをしておりますが、賛否両

論がございます。非常に営業熱心な事業者のところ、ある程度大きい方、そういう方につ

きましては、「いや、もうその後は取っ払ってもらって佐世保市全体の工事を受けたほうが

いいですよ」という事業者さん方もいらっしゃれば、「いや、自分たちはやっぱり旧町の中

で工事をしていきたいので、そういうふうにやっていただきたい」と両案がございます。

この調整方針につきましては、具体的に５年間までは地域性を考慮した指名、指定の方向

をとりまして、３カ年間やってみてそこで皆さんの意見を聞いていただいて、これはやめ

てもらって佐世保市全体で発注した方がいいということになれば、それはそれで見直しも

していくということをこの調整方針では掲げていくものでございます。 

 ８８、８９ページは、それぞれ佐世保市の入札のやり方、江迎町でのやり方、鹿町町の

やり方を資料として提出しておりますのでご参考にしていただきたいと思います。 

 参考までになりますけれども、江迎町におきましては、参考欄の予定価格は、１３０万

円以上の建設工事は、平成１９年度の実績として２０件、落札額が３億２,４００万円。一

方、鹿町町におきましては、４６件の落札金額が２億７,０００万円というような状況です。

佐世保市は、平成１８年度の実績でございますけれども、契約課及び水道局が発注した予

定価格が１３０万円を超える工事につきましては、８０２件の９５億４,８００万円ほどで

ございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 「入札・契約に関する事務事業の取扱い」について説明がございましたが、何かご意見、

ご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、質疑をとどめます。 

 

⑨協議第２１号 

【朝長会長】  次に、協議第２１号「環境部会事業の取扱い」についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ９１ページをお願いいたします。協議第２１号「環境部会事業の取扱い」

についてでございます。 

 これは、部会事業の中でごみ処理の収集回数についてそれぞれ違いがありますので提案

するものでございます。 

 ごみ処理の収集回数につきましては、佐世保市の制度に合わせます。ごみの収集回数に

ついては、ごみ減量化、あるいは資源化促進等の観点、視点から２町の制度の見直しを行

いまして、可燃ごみを週２回収集といたします。不燃ごみを月１回収集といたします。資

源物を月２回収集とします。また、粗大ごみにつきましては、電話予約をもって随時戸別

訪問収集とする。佐世保市はこのような方針をとっておりまして、それに合わせていただ

きましょうというご提案でございます。 

 理由といたしましては、ごみの減量化と収集経費の抑制という観点からこのような提案

をするものでございます。 

 ９２、９３ページにその違いを資料としてお示ししております。今、申し上げましたよ
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うに、佐世保市は、地区によって若干違うところもございますけれども、全体といたしま

しては、燃やせるごみ、可燃ごみは週２回収集、一方で江迎町、鹿町町、これは北部塵芥

一部事務組合がすべて取り行っておりますので、週３回、今、月・水・金と、火・木・土

に分けて、それぞれ収集をしていらっしゃる。次に、不燃ごみ、燃やせないごみにつきま

しては、佐世保は月１回収集ですけれども、２町につきましては、月２回、第１・第３等々

での収集。資源ごみとリサイクルごみは同じように月２回でございます。粗大は、２町の

場合につきましては、自分たちでステッカーを一番下のように買っていただいて処理する。

これは使用料が違うんですが、別途使用料の取り扱いの中で提案をいたしますので、その

中でご議論を賜りたいと思っております。 

 ここは江迎町、鹿町町の住民の皆様方には、例えば燃やせるごみは週２回になるという

ことでの提案でございます。今、佐世保市民の方々、私も含めまして、週２回で十分ごみ

処理のことはできております。旧４町の場合、そこは週３回以下になったのにサービスが

高いんじゃないかという議論もあったんですが、実際にやってみていただいて、最初は少

し混乱いたしましたけれども、だんだんなれていただいている状況もございます。という

ことで、このような提案をするものでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。「環境部会事業の取扱い」について、何かご意

見、ご質問はございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。林委員。 

【江迎町林委員】  資源物の収集とありますけれども、江迎町のほうは缶類から紙類ま

でやっているんですけれども、そういう種類別、分別の種類というのはどのようになって

いるんでしょうか。 

【事務局】  環境部会長からよろしゅうございましょうか。 

【朝長会長】  環境部会長、よろしいですか。 

【環境部会長】  環境部会の野見山です。 

 佐世保市のごみの分別状況は、今、事務局からご説明がございましたように、燃やすご

み、燃やせないごみ、それから粗大ごみと資源物で４種類に分かれて、１４分別というこ

とでごみの分別がされております。 

 今お尋ねになりました資源物につきましては、これは缶類から廃乾電池までずっとあり

ますが、先ほど言いましたように、月２回収集のときに、缶類、びん類、ペットボトル、

それから新聞、広告、雑誌とか、古布類、廃蛍光管、廃乾電池という分別のやり方がござ

いまして、これをそのときに一括して分別して出していただいて、ごみ収集をいたすとい

うことにしております。今、江迎町、鹿町町さんが分けている方法ではなくて、１回のと

きにそれだけ分けて、佐世保市は一括して回収していくという方法をとらせていただいて

おります。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  よろしいですか、林委員。おわかりになりましたか。 

【江迎町林委員】  はい。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。諸藤さん。 

【地域委員諸藤委員】  鹿町町の諸藤と申します。 
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 ごみ袋の件ですけれども、今は有料でしたがというような回答でしたが、佐世保はうわ

さに聞けば、無料で何枚かを配布してくださるんだということを聞いたんですけれども、

どうなっているんでしょうか。そして、今、鹿町町で使っているごみ袋を合併した後使え

るのかどうか。 

 その辺２点をよろしくお願いします。 

【朝長会長】  佐世保市の状況について、環境部会長よろしいですか。 

【環境部会長】  お答えします。先ほど言いました燃やせるごみ、燃やせないごみにつ

きましては、原則有料収集でございます。ただし、年間１人当たりごみ袋１５リットルを

６０枚無料で収集をするということでうたっております。したがいまして、１世帯３人家

族であれば、１８０枚の１５リットルの袋は無料で収集すると。ただし、袋代は負担をし

ていただくという形になりまして、処理料が無料ということになっております。 

 今、両町の場合はごみ袋代と一部事務組合の処理料がこの中に加わって、１枚当たりた

しか大袋で４０円とかの料金になっていると思いますけれども、佐世保市の場合はそこの

処理料が無料ということで、１５リットルのごみ袋にして年間６０枚分無料ということに

させていただいております。だから、それを使い切れば有料の袋を購入して処理料がかか

ってきますので、袋代と処理代を払った袋を購入するということでございます。 

 したがいまして、現行の制度は、袋はストアとかそういうところで買っていただいて、

佐世保市から交付される無料ごみ処理券を必要枚数この袋に張っていただいて、ごみを出

していただくという方法をとっております。その無料ごみ処理券がなくなれば、これも販

売店で売っております有料ごみ処理券、１５リットルに１枚張るんですけれども、１枚７

０円になります。これを買ってごみを出していただくということになります。 

 袋の種類につきましては、７.５リットルのミニの袋と、それの２倍の１５リットル、そ

れの２倍の３０リットル、４５リットル、４種類の袋が売られております。先ほど言いま

したように１５リットルの袋に、７０円のごみ処理券を張っていただくようになりますけ

れども、それのかわりに１年間６０枚、無料ごみ処理券の配布するということです。これ

を張って出していただく場合には無料で処理をするということになります。だから、３０

リットルの場合は、今度無料ごみ処理券を２枚張って出すということになります。４５リ

ットルの袋を購入されてごみを出す場合には、無料ごみ処理券は３倍になりますので、３

枚張っていただくということになります。そういう方法で今のところやらせていただいて

おります。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  おわかりになりましたでしょうか。よろしいですか。 

 ほかございませんか。はい、どうぞ。 

【環境部会長】  すみません、答弁漏れで。 

 それで、合併後に佐世保市の方式を採用するということになりましたら、今買われてい

る両町のごみ袋については、旧４町の合併のときも申し上げたんですけれども……。資源

物は今言ったような有料ではございません。これは無料収集でございます。資源物を出す

ときにその袋を一つ、二つ用意していただきたいということでお願いをして、４町につい

てもご理解をいただいて、そのとおり扱いをさせていただいておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 
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 以上でございます。 

【朝長会長】  ほかはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、これぐらいで質疑をとどめたいと思います。 

 以上で、提案された協議第１４号から協議第２１号の８件につきましては、終了いたし

ます。 

 これらの項目につきましては、次回の協議会で結論を得ていきたいと思いますので、よ

ろしくご検討のほど、お願いをいたします。 

 

（４）報告事項 

【朝長会長】  それでは、次の報告事項に移ります。 

 報告第２号「まちづくり計画（新市基本計画）」の策定について、事務局の説明を求めま

す。 

【事務局】  ９５ページでございます。報告第２号、まちづくり計画（新市基本計画）

の策定についてでございます。この件につきましては、７月１７日に開催された第１回協

議会の中で、まちづくり計画の策定についてどのようなスケジュール、進め方をするのか

ということについては、ご承認をいただいたところでございます。これに基づきまして、 

７月、８月にやってきたことについてご報告をするもので、大きく二つのことを行ってい

ます。 

 地域意向調査の実施ということであります。まちづくり計画について、できるだけ地域

住民の皆様方のご意向やご意思を反映させるため、その一つとしてアンケート調査を実施

したり、あるいは協議会の委員の皆様に意見をお聞きして、それを生かしていこうという

趣旨のもとにインタビューを行いました。７月３０日から８月８日にかけまして、個別イ

ンタビューまたはグループインタビューを実施したところでございます。 

 目的とか何を聞いたかなど、そこに掲げておりますので、説明は省略をさせていただき

たいと思います。 

 ９６、９７ページに、実際にインタビューをどのように行ってきたかの実施状況につい

て書かせていただいております。なお、江迎町、鹿町町におきましては、９７ページの下

段に書いておりますけれども、地域委員、議会の委員あるいは首長様以外の方にも、でき

るだけ意見を反映する考え方から、農業委員、区長会、地域婦人会、社会福祉協議会等の

関係者の方にもお集りいただきまして、インタビューを実施してきているところでござい

ます。 

 続きまして９８ページ、住民意識アンケート調査でございます。これにつきましても、

まちづくり計画を、住民の皆様の意識及び意向を広く把握するということと生かすという

ことで実施しております。 

 ８月８日から２０日までの期間調査票を江迎町、鹿町町の１６歳以上のすべての住民の

方にお配りをいたしまして、今、回収をしているところでございます。調査票でございま

すが、９９ページ以降にこの調査票をおつけしております。 

 １００ページをお開きください。 

 まず、最初に、住民の皆様方に、生活環境で何を重視、何に満足しているのかというこ
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とについてお尋ねをしました。１０１ページ、まちの安全性をどのように思われますか、

まちの快適性についてどのように思われますか、まちの便利さについてどういうふうに思

われますかとなっています。１０２ページ、まちの文化性についてどのように思われます

か。３番目といたしまして、合併に何を期待しますか。あるいは１０３ページでございま

すけれども、合併において何に不安を感じますか。あるいは、１市２町合併した場合のま

ちの将来について、何が一番望ましいと思いますかというようなこと。また、１０４ペー

ジにおきましては、新しいまちに特に力を入れてほしいものは何ですか。どういう施策を

一番重点的に実施したらいいと思われますかというようなことを１番の保健・医療の充実

から３４のその他まで、番号を書いていただいて、その理由はどういうことですかという

のをお聞きしているところでございます。 

 以上のようなことで、まちづくり計画については、策定の経過として、協議会委員さん

等へのインタビュー、あるいはアンケート調査を実施していく、これらを踏まえながら、

いろいろな基礎数値もとっていきながら、素案をつくるために部会、分科会としては作業

を行っているところでございます。 

 以上、報告でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 まちづくり計画につきまして、ご質問ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございます。それでは、ただいま事務局から報告説明があり

ましたように、「まちづくり計画（新市基本計画）」の策定につきましては、必要に応じ、

本協議会へ報告をしていただきながら進めていきたいと思いますが、それでようございま

すですしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それではそのように取り計らいます。 

 以上で報告事項を終了いたします。 

 

４.その他 

【朝長会長】  それでは次に移ります。次回日程について事務局から説明をお願いいた

します。 

【事務局】  最後の１０６ページでございます。次回日程案でございますが、９月３０

日火曜日、また９時半から１２時までということで、佐世保市のレオプラザホテル佐世保

で開催をしたいということでございます。１回目は佐世保市でしまして、今日２回目が江

迎町、３回目は佐世保市でやりまして、次は鹿町町というふうに行ったらどうかというこ

とで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次回は９月３０日、９時半からレオプラザホテル佐世保でということでご提案申し上げ

ようと思います。よろしくお願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいま事務局が示した次回協議会の日程でいかがでございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、次回の協議会の開催日は、事務局説明のとおりの日程で開催

するようにいたします。 
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 ほかに事務局から何かございませんか。 

【事務局】  １点だけお願いがございます。 

 先ほど、受け付けの中で各委員さんにもお願いしたと思うんですが、この法定合併協議

会、市民の皆様、あるいは町民の皆様に、協議会はどういった議論が行われているのか、

どういうふうなことをやっているのかというようなことを広くお伝えをして、理解をして

いただくというのが非常に大事なポイントだということで、第１回目の合併協議会だより

を今からつくろうということにしております。 

 最初でございますので、この法定合併協議会の委員の皆様のプロフィールと写真をおつ

けして、こういう方が協議会委員として今ご議論をしていただいておりますということを

載せたいと思っております。そこで、写真をまず持ってきてください。そして、プロフィ

ールを一言書いてくださいということでお願いをしているんですが、写真をまだ出してい

ない方がいらっしゃったら、終わった後に事務局が写しますので、もし写真をまだ撮られ

ていない委員さんがいらっしゃいましたら、撮っていただきますようにお願いできたらと

思います。 

 それだけでございます。よろしくお願いします。 

【朝長会長】  写真を撮っていらっしゃらない方は、この後で写真を撮らせていただく

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに委員さんから何かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。諸藤さん。 

【地域委員諸藤委員】  鹿町の諸藤と言います。これは協議事項の件じゃないんですが、

職員のことで２点ほど。 

 先日、私の友達が佐世保の動植物園にお客さんを連れて行ったんだそうです。そして、

植物園の中に入ったら職員さんがいらっしゃったので、いろいろ質問をしたけど全然返答

がなかったと。この人は多分合併してきた職員じゃないだろうかって思ったって聞いたん

ですよ。それでやっぱり、今度合併する職員の皆さんもしっかり勉強して自分に自信をつ

けて、どこの部署に配置されても頑張ってほしいと思います。 

 それともう一件は、私も佐世保市のほうに合併していった職員を知っているんですが、

なかなか佐世保市の職場になじめないで、子供でいえば不登校になったようにして、うつ

状態になって職場に行けない職員がおりました。しかし、上司の方がすぐ目配り、気配り

をしてくださって、今ではほかの部署でしっかり笑顔で仕事をしております。大きな組織

の中で上司の方が目配り、気配りしてくださったこと、ほんとうに感謝を申し上げます。 

 今後この合併の両町の職員についても、どうぞご配慮を賜りたいと思います。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ご意見として受けとめさせていただきたいと

思います。 

 ほかはございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ご質問やご意見もないようでございますので、協議会をとじ

たいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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５.閉会 

【朝長会長】  本日はどうもお疲れさまでございました。皆様のご協力に感謝し、会を

とじさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


